
学生による成績評価に対する異議申立ての手続きの流れ

学生センター２番窓口へ
「異議申立書」を提出

・成績公開日から１０日*以内
・卒業（修了）予定者は
成績公開日から３日*以内

*休日等は含まない

学生

申立内容の審査

・学生センター２番窓口受領後、
１０日*以内に審査を完了

・卒業（修了）予定者は受領後、速
やかに審査を完了

*休日等は含まない

学科長・課程長・専攻長
プログラム長・共通教育代表

学科長等へ審査を依頼

学生センター
２番窓口

審査結果を
速やかに学生へ通知

④結果を通知

①申立書を提出 ②審査依頼

③審査結果の報告

■異議申立てができるのは、次の場合に限られます
・成績の誤記入など、明らかに担当教員の誤りであると認められる場合
・シラバスや授業内で周知された成績評価方法から、明らかに逸脱していると認めら
れる評価の場合

■次の場合は、異議申し立てできません
・本人以外（保護者・第三者等）からの異議申立て
・成績評価の基準（採点基準）そのものに関する申立て
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